
少量危険物屋内タンク貯蔵所

１．施設の構造・設備基準（火災予防条例第31条の4）

□引火点が40℃未満の危険物を貯蔵するタンクの通気管に
引火防止網(40メッシュ)を設置。

※先端は屋外の地上２m以上としましょう。

□タンクは地震等により容
易に転倒・落下しないよう
に設置

□消火器、
標識、掲示板を設置

□建物は不燃材料

断面図(例)

□注入口付近で液面計
を確認出来ない場合は、
注入交付金に満量警報
装置を設置

□地震等により当該配管とタンクの
結合部分に損傷を与えないように、
フレキシブル配管等を設置

□液面指示計

払出配管

□タンクの外面には錆止め塗装

□タンクの直近に開閉弁を設置

□流出防止措置（防油堤）※１

受入配管

戻り配管

防油堤：鉄筋コンクリート等（鋼板でも可）

□防油堤は、タ
ンク側板から、
タンク高さの1/5
以上、かつ、
0.5m以上離す。
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２．事故事例及び貯蔵・取扱い時の注意点

タンクに設置されたフロート式液面計に不具合が発生
していたため、遠隔式液面計で正確な液面高さを指示
していなかった。
さらに満量の警報も鳴らなかった。

遠隔式
液面計

液面計の故障に起因した通気管からの危険物流出事故

タンクの満量に気付
かずに送油した結果、
通気管から危険物が
流出した。

この事故での注意点及び教訓等
・日々の点検や、受入・払出時に液面計をしっかり確認していれば、故障に早く気付くことが出
来たはずです。
・荷卸しの際は、タンクローリーの運転手だけで作業せずに、施設側の担当者も立ち会うように
しましょう。

通気管の直下に設置した電気設備が原因となり可燃性蒸気に引火

タンクローリー積載のポ
ンプで荷卸を行っていた。

東近江行政組合消防本部
近江八幡消防署 八日市消防署 日野消防署 能登川消防署 愛知消防署

この事故での注意点及び教訓等

・施設を管理している担当者が、通気管がどのようなものか理解していれば、このような危険な

位置に電気設備を設置することは無かったでしょう。各設備の機能や危険物の特性について平時

から理解しておく事が重要です。

受入配管

タンク

タンクローリーからの
荷卸を行っていたため、
多量の可燃性蒸気が通
気管から排出されてい
た。

受入配管

タンク

通気管の直下に電気設備（エアコンの室外機等）を
設置してしまったため、通気管から排出された可燃
性蒸気に引火し、火災が発生。


